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規規 則則

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月31日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第26号

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の一部を改正する規則

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則（平成28年宮崎県規則第34号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（定義）

第２条 ［略］

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。

（１） 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 法第15条第１項

に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。

（２） ［略］

（３） 技術的審査 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30

条第１項第１号（法第31条第２項において準用する場合を含む

。）に掲げる基準又は建築物が法第36条第１項に規定する建築

物エネルギー消費性能基準（次号において「基準」という。）

に適合するかどうかを確認するために、登録建築物エネルギー

消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が行う審査をいう

。

（４） 技術的審査適合証 基準に適合していることを証明するも

のとして登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅

性能評価機関が発行する書類をいう。

（知事が定める図書）

第３条 省令第12条第１項の知事が必要と認める図書は、次に掲げ

るものとする。

（１） 付近見取図、配置図、立面図並びに建築物エネルギー消費

性能基準の適用に当たって使用した計算表及びその根拠を示す

資料

（２） ［略］

２ 省令第12条第３項の知事が不要と認める図書は、次に掲げるも

のとする。

（定義）

第２条 ［略］

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。

（１） 登録建築物調査機関 エネルギーの使用の合理化等に関す

る法律（昭和54年法律第49号）第76条第１項に規定する登録建

築物調査機関をいう。

（２） ［略］

（３） 技術的審査 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30

条第１項第１号（法第31条第２項において準用する場合を含む

。）に掲げる基準又は建築物が法第36条第１項に規定する建築

物エネルギー消費性能基準（次号において「基準」という。）

に適合するかどうかを確認するために、登録建築物調査機関又

は登録住宅性能評価機関が行う審査をいう。

（４） 技術的審査適合証 基準に適合していることを証明するも

のとして登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関が発行

する書類をいう。

（認定申請書に添付する図書）

第３条 省令第１条第１項又は省令第７条第１項に規定する知事が

必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

（１） 技術的審査を受けた場合にあっては、技術的審査適合証

（２） ［略］
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（１） 技術的審査適合証を提出する場合にあっては、建築物エネ

ルギー消費性能基準の適用に当たって使用した計算表及びその

根拠を示す資料

（２） その他知事が不要と認める図書

３ 省令第23条第１項の知事が必要と認める図書は、次に掲げるも

のとする。

（１） 技術的審査を受けた場合にあっては、技術的審査適合証

（２） その他知事が必要と認める図書

４ 省令第30条第１項の知事が必要と認める図書は、次に掲げるも

のとする。

（１） 技術的審査を受けた場合にあっては、技術的審査適合証

（２） 法第12条第１項若しくは第２項又は法第13条第２項若しく

は第３項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受

けた場合にあっては、適合判定通知書の写し及び建築基準法（

昭和25年法律第 201号）第７条第５項、第７条の２第５項又は

第18条第18項の検査済証の写し

（３） 法第30条第１項の認定を受けた場合にあっては、省令第25

条第２項の通知書の写し及び建築基準法第７条第５項、第７条

の２第５項又は第18条第18項の検査済証の写し

（４） 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号

）第54条第１項の認定を受けた場合にあっては、都市の低炭素

化の促進に関する法律施行規則（平成24年国土交通省令第86号

）第43条第２項の通知書の写し及び建築基準法第７条第５項、

第７条の２第５項又は第18条第18項の検査済証の写し

（５） その他知事が必要と認める図書

（認定しない旨の通知）

第４条 ［略］

（建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更）

第４条の２ 建築基準法第７条第５項又は第18条第18項の検査済証

の交付を受けようとする建築主は、省令第３条（省令第７条第２

項において読み替えて準用する場合を含む。）の軽微な変更をし

ようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な

変更説明書（別記様式第１号の２）に変更部分を記載した図書を

添えて知事に提出しなければならない。ただし、当該変更に関し

て省令第11条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交

付を受けたときは、この限りでない。

２ 建築主は、省令第11条の知事による軽微な変更に該当している

ことを証する書面の交付を受けようとするときは、建築物エネル

ギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明書交付申請書（別記様

式第１号の３）に、次に掲げる図書を添えて知事に提出しなけれ

ばならない。

（１） 省令第１条第１項の表に規定する図書

（２） 当該変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判

定に要した書類（変更に係る部分に限る。）

３ 省令第11条の規定による証明は、建築物エネルギー消費性能確

保計画の軽微変更該当証明書（別記様式第１号の４）により行う

ものとする。

（認定に係る軽微な変更）

第５条 認定建築主は、省令第26条の軽微な変更をしようとすると

きは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届出

書（別記様式第２号）に変更部分を記載した図書を添えて知事に

届け出なければならない。ただし、当該変更に関して省令第29条

の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けた後

又は第７条の規定による報告をした後においては、この限りでな

（認定しない旨の通知）

第４条 ［略］

（軽微な変更の届出）

第５条 認定建築主は、省令第４条に規定する軽微な変更をしよう

とするときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な

変更届出書（別記様式第２号）に変更部分を記載した図書を添え

て知事に届け出なければならない。ただし、第７条の規定による

報告をした後においては、この限りでない。
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い。

２ 認定建築主は、省令第29条の軽微な変更に該当していることを

証する書面の交付を受けようとするときは、認定建築物エネルギ

ー消費性能向上計画の軽微変更該当証明書交付申請書（別記様式

第２号の２）を知事に提出しなければならない。

３ 省令第29条の規定による証明は、認定建築物エネルギー消費性

能向上計画の軽微変更該当証明書（別記様式第２号の３）により

行うものとする。

（状況の報告）

第６条 建築主等は、法第17条第１項又は法第21条第１項の規定に

より報告を求められたときは、建築物エネルギー消費性能基準適

合状況報告書（別記様式第２号の４）に報告内容を説明するため

の図書を添えて知事に報告しなければならない。

２ 認定建築主又は法第36条第２項の認定を受けた者は、法第32条

又は法第38条第１項の規定により報告を求められたときは、認定

建築物エネルギー消費性能向上計画（認定エネルギー消費性能基

準適合建築物）状況報告書（別記様式第３号）に報告内容を説明

するための図書を添えて知事に報告しなければならない。

（完了の報告）

第７条 ［略］

（是正に関する命令書）

第７条の２ 法第14条第１項の規定による命令は、是正に関する命

令書（別記様式第４号の２）により行うものとする。

（措置に関する命令書）

第７条の３ 法第16条第２項及び法第19条第３項の規定による命令

は、措置に関する命令書（別記様式第４号の３）により行うもの

とする。

（取りやめの申出）

第９条 建築主は、建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく建

築物の建築を取りやめるときは、建築物エネルギー消費性能確保

計画に基づく特定建築行為を取りやめる旨の申出書（別記様式第

５号の２）に当該取りやめに係る適合判定通知書を添えて知事に

申し出るものとする。

２ 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づ

く建築物の新築等を取りやめるときは、認定建築物エネルギー消

費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書

（別記様式第６号）に当該取りやめに係る建築物エネルギー消費

性能向上計画認定通知書（変更の認定を受けた者にあっては、建

築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書）を添えて知事

に申し出るものとする。

（認定取消通知書）

第10条 ［略］

（建築物エネルギー消費性能確保計画の取下げ）

第10条の２ 法第12条第３項の通知書の交付を受ける前に建築物エ

ネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする者は、建築物エ

ネルギー消費性能確保計画取下げ届（別記様式第７号の２）を知

事に提出しなければならない。

（申請の取下げ）

第11条 法第30条第１項（法第31条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による認定を受ける前に当該申請を取り下げよう

とする者は、認定申請取下げ届（別記様式第８号）を知事に提出

しなければならない。

（状況の報告）

第６条 認定建築主又は法第36条第２項の認定を受けた者は、法第

32条又は法第38条第１項の規定により報告を求められたときは、

認定建築物エネルギー消費性能向上計画（認定エネルギー消費性

能基準適合建築物）状況報告書（別記様式第３号）に報告内容を

説明するための図書を添えて知事に報告しなければならない。

（完了の報告）

第７条 ［略］

（取りやめの申出）

第９条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に

基づく建築物の新築等を取りやめるときは、認定建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申

出書（別記様式第６号）に当該取りやめに係る建築物エネルギー

消費性能向上計画認定通知書（変更の認定を受けた者にあっては

、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書）を添えて

知事に申し出るものとする。

（認定取消通知書）

第10条 ［略］

（申請の取下げ）

第11条 法第29条第１項又は法第36条第２項の規定による認定を受

ける前に当該申請を取り下げようとする者は、認定申請取下げ届

（別記様式第８号）を知事に提出しなければならない。

別記様式第１号の次に次の３様式を加える。
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別記様式第２号中「第５条の」を「第５条第１項の」に、「第４条」を「第26条」に改め、同様式の次に次の３様式を加える。
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別記様式第３号中「第６条の」を「第６条第２項の」に改める。

別記様式第４号の次に次の２様式を加える。
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別記様式第５号の次に次の１様式を加える。
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別記様式第６号中「第９条の」を「第９条第２項の」に改める。

別記様式第７号の次に次の１様式を加える。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。

（用紙に関する経過措置）

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の規定に定める様式

による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

告告 示示

宮崎県工事請負契約約款の一部を改正する告示をここに公表する。

平成29年３月31日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 230号

宮崎県工事請負契約約款の一部を改正する告示

宮崎県工事請負契約約款（平成８年宮崎県告示第 515号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（前金払）

第34条 ［略］

２～７ ［略］

８ 発注者は、受注者が第６項に規定する期間内に超過額を返還し

なかったときは、その未返還額につき、同項に規定する期間を経

過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ

、年 2．7パーセントの割合（この場合における年当たりの割合は

、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とする。
じゅん

）で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第45条 ［略］

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請

負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2．7パーセン

トの割合（この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む
じゅん

期間についても、 365日当たりの割合とする。）で計算した額と

する。

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第２項（第38条に

おいて準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払が遅

れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に

応じ、年 2．7パーセントの割合（この場合における年当たりの割

合は、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とす
じゅん

る。）で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することが

できる。

（発注者の解除権）

第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは

、この契約を解除することができる。

（１）～（５） ［略］

（６） 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員の

いずれかの者。以下この号において同じ。）が次のいずれかに

該当するとき。

ア・イ ［略］

ウ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇

用し、又は使用したと認められるとき。

エ～カ ［略］

キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当た

り、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを

知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

（前金払）

第34条 ［略］

２～７ ［略］

８ 発注者は、受注者が第６項に規定する期間内に超過額を返還し

なかったときは、その未返還額につき、同項に規定する期間を経

過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ

、年 2．8パーセントの割合（この場合における年当たりの割合は

、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とする。
じゅん

）で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第45条 ［略］

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請

負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2．8パーセン

トの割合（この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む
じゅん

期間についても、 365日当たりの割合とする。）で計算した額と

する。

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第２項（第38条に

おいて準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払が遅

れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に

応じ、年 2．8パーセントの割合（この場合における年当たりの割

合は、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とす
じゅん

る。）で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することが

できる。

（発注者の解除権）

第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは

、この契約を解除することができる。

（１）～（５） ［略］

（６） 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員の

いずれかの者。以下この号において同じ。）が次のいずれかに

該当するとき。

ア・イ ［略］

ウ～オ ［略］

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当た

り、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを

知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
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ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契

約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方として

いた場合（キに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者

に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかっ

たとき。

（解除に伴う措置）

第49条 ［略］

２ ［略］

３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合

を含む。）の規定による前払金があったときは、当該前払金の額

（第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その

部分払において償却した前払金の額を控除した額）を同項前段の

出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合におい

て、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解

除が第46条若しくは第46条の２の規定によるとき又は解除が第46

条の３第２項各号に該当するときにあってはその余剰額に前払金

の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2．7パーセントの割

合（この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間に
じゅん

ついても、 365日当たりの割合とする。）で計算した額の利息を

付した額を、解除が前２条の規定によるときにあってはその余剰

額を発注者に返還しなければならない。

４～８ ［略］

（賠償金等の徴収）

第51条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発

注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払

わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支

払の日まで年 2．7パーセントの割合（この場合における年当たり

の割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合
じゅん

とする。以下この条において同じ。）で計算した利息を付した額

と発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があると

きは追徴する。

２ 前項の規定により追徴する場合には、発注者は、受注者から遅

延日数につき年 2．7パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴

収する。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契

約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方として

いた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者

に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかっ

たとき。

（解除に伴う措置）

第49条 ［略］

２ ［略］

３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合

を含む。）の規定による前払金があったときは、当該前払金の額

（第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その

部分払において償却した前払金の額を控除した額）を同項前段の

出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合におい

て、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解

除が第46条若しくは第46条の２の規定によるとき又は解除が第46

条の３第２項各号に該当するときにあってはその余剰額に前払金

の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2．8パーセントの割

合（この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間に
じゅん

ついても、 365日当たりの割合とする。）で計算した額の利息を

付した額を、解除が前２条の規定によるときにあってはその余剰

額を発注者に返還しなければならない。

４～８ ［略］

（賠償金等の徴収）

第51条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発

注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払

わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支

払の日まで年 2．8パーセントの割合（この場合における年当たり

の割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合
じゅん

とする。以下この条において同じ。）で計算した利息を付した額

と発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があると

きは追徴する。

２ 前項の規定により追徴する場合には、発注者は、受注者から遅

延日数につき年 2．8パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴

収する。

附 則

この告示は、平成29年４月１日から施行する。

人事委員会規人事委員会規則則

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 村 社 秀 継

宮崎県人事委員会規則第27号

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和41年宮崎県人事委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第１（第５条の３関係）別表第１（第５条の３関係）

加算割合職
給料

表

組織

区分

［略］行政

職

知事

部局 ［略］所長、院長、支庁長、

局長、場長、園長、校

長、次長、副院長、事

出先

機関

加算割合職
給料

表

組織

区分

［略］行政

職

知事

部局 ［略］所長、院長、支庁長、

局長、場長、園長、校

長、次長、副院長、事

出先

機関
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務局長、事務長、副場

長、副校長、部長

副所長、副園長、支所

長、課長、センター長

、支場長、駐在所長、

教頭、教授、教務主幹

、総務主幹

［略］

［略］

［略］

［略］医療

職（

二）

［略］出先

機関 ［略］副所長、課長、教授、

衛生管理指導主幹、主

任専門員

［略］

［略］

［略］

務局長、事務長、副場

長、副校長

副所長、副園長、支所

長、課長、センター長

、支場長、駐在所長、

教頭、学科長、教授、

教務主幹、総務主幹

［略］

［略］

［略］

［略］医療

職（

二）

［略］出先

機関 ［略］副所長、課長、教授、

主任専門員

［略］

［略］

［略］

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。

県議会告県議会告示示

宮崎県議会の議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する告示をここに公表する。

平成29年３月31日

宮崎県議会議長 星 原 透

宮崎県議会告示第１号

宮崎県議会の議員の資産等の公開に関する規程の一部を改正する告示

宮崎県議会の議員の資産等の公開に関する規程（平成７年宮崎県議会告示第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第３号（第５条関係）

［略］

［略］

様式第３号（第５条関係）

［略］

［略］

基因となった事実所得金額区 分

［略］

［略］

分

離

課

税

一般株式等の事業・譲渡

・雑所得

上場株式等の事業・譲渡

・雑所得

［略］上場株式等の利子・配当

所得

［略］

［略］

基因となった事実所得金額区 分

［略］

［略］

分

離

課

税

株式等の事業・譲渡・雑

所得

［略］上場株式等の配当所得

［略］

［略］

附 則

この告示は、公表の日から施行する。
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